
令和8年度

社会福祉研修事業
計画書

研修フロー図

階層別 実施細目

社会福祉事業に従事する者の資質の向上等を図るために、社会福祉法第21条等の規定により、社会福祉に
関する研修事業を体系的・段階的に実施する。 （13課程 24日間 定員845人）

県及び市町村における福祉担当職員の資質向上を図り、円滑な福祉行政の推進に寄与する。
( 高齢分野・児童分野・障害分野・生活保護・経理監査等 )

新任者研修
１ 社会福祉行政新任者研修
２ 生活保護法担当新任地区担当員研修

中堅者研修
３ 生活保護法担当地区担当員研修
４ 身体障害者（児）福祉行政担当職員研修
５ 知的障害者（児）福祉行政担当職員研修
６ 精神保健福祉行政担当職員研修

７ 高齢者福祉行政担当職員研修
８ 社会福祉法人会計監査担当職員研修

専門職研修
９ 家庭（児童）相談員研修
10  母子・父子自立支援員、女性相談支援員研修
11 児童福祉司・児童相談員研修

12 児童心理司（心理判定員）研修

幹部職研修
13 生活保護法指導監督職員研修

委託内容

○ 研修のプログラムの作成
○ 講師の選定及び依頼
○ 研修募集及び実績等の取りまとめ

○ テキストの作成
○ 県関係各課との連絡調整

・アンケート集計・分析
・効果測定
・次年度の検討

構成
講義(座学)

演習
・グループワーク

・ペアワーク
・ケーススタディー(事例検討)
・ロールプレイング など 県内51市町村福祉部局

(高齢・児童・障害等)
※千葉市、船橋市、柏市は
含まれません。

各健康福祉センター
各児童相談所
各福祉事務所
県福祉部局関係機関 他


